
第１号様式（第３条関係）

綾瀬市公の施設指定管理者指定申請書

年　　月　　日

（宛先）綾瀬市長
申請者　所在地

法人等の名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　
電話番号

　次の公の施設について、指定管理者の指定を受けたいので、綾瀬市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の規定により申請します。

１　公の施設の名称　　綾瀬市民スポーツセンター等
２　公の施設の所在地　綾瀬市深谷上３丁目６番１号等
３　添付書類

□１　指定申請に係る誓約書
□２　事業計画書
□３　収支予算書
□４　事業者概要書
□５　登記事項全部証明書・該当法人の定款又は寄付行為の写し（又は相当する書類）
□６　国税及び地方税の納税証明書（直近３年分原本）
□７　直近３事業年度の法人税申告書・地方税申告書・消費税申告書（法人の場合）
□８　直近３事業年度の会社法に規定する事業報告・決算書（又は相当する書類）
□９　組織・人員体制を示す労務関係の書類
□10　直近６か月分の労務状況が分かる書類
□11　業務の適正を確保するための体制の整備及び運用状況を示す書類
□12　指定管理者申請団体役員名簿
□13　暴力団等の排除に係る調査承諾書
□14　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
＊該当する項目に「レ」印を記入すること
＊証明書類は、証明年月日が申請書提出時の３か月以内に発行されたものであること

＊その他の書類がある場合は、（　　）の中へ記載すること
【連絡先】担当者

電　話

ＦＡＸ

Ｅ－mail
指定申請に係る誓約書

　　年　　月　　日

（宛先）綾瀬市長

申請者　所在地

　法人等の名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　
電話番号

　綾瀬市公の施設の指定管理者の指定の申請をするにあたり、下記の事項については事実に相違ないことを誓約します。なお、この誓約書に反した場合、綾瀬市が申請手続き等を無効とすることができることを承諾します。
　【公の施設の名称】

綾瀬市民スポーツセンター等

記

１　　法律行為を行う能力を有すること。

２　　地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

３　　綾瀬市入札参加資格停止要綱に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること。
４　　会社更生法、民事再生法等に基づく法的手続きを行っていないこと。

５　　国税及び地方税を滞納していないこと。
６　　綾瀬市暴力団排除条例第２条に掲げる暴力団及び暴力団経営支配法人等に該当しないこと。
７　　綾瀬市長が、応募者が前号に該当するか否かについて神奈川県警察本部長に調査　
　　を依頼することに承認する旨の書面の提出ができること。
８　　指定管理者の指定手続きにおいて、その公正な手続きを妨げないこと。

９　　申請書類の内容に虚偽の記載がないこと。

１０　現地説明会及びプレゼンテーションに出席し、途中退席しないこと。
【連絡先】

担当者

電　話

ＦＡＸ

Ｅ－mail
事業計画書

年　　月　　日

（宛先）綾瀬市長

申請者　　所在地

　法人等の名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　
電話番号

　綾瀬市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則第３条の規定により、指定申請書の添付書類として提出します。

【事業計画の項目】

□１　申請の動機・意欲及び施設の現状に対する考え方・将来の展望

□２　類似施設の管理実績及びその経営状況

□３　施設の運営に関する基本方針

□４　利用者の平等利用及びサービス向上に向けて特長的な取組み

□５　利用者の要望の把握及び実現方策

□６　施設の管理体制

□７　人的能力（組織体制・組織図、勤務体制・配置計画・職員の資質向上策・障がい者雇用の取り組み方針等）

□８　再委託業務

□９　緊急時の対策（防犯・防災及び事故等）

□10　個人情報の保護体制及び措置

□11　環境に配慮した運営
□12  地域（団体）との連携に関する考え方と方策
□13  スポーツ事業に対する考え方

□14　自主事業計画

□15　他特記すべき計画及び費用対効果等の提案等
＊　該当する項目に「レ」印を記入のこと。

【連絡先】

担当者

電　話

ＦＡＸ

Ｅ－mail

事　業　計　画

	公の施設の名称
	綾瀬市民スポーツセンター等

	団体の名称
	

	１　項目名

	


収支予算書（令和　　年度）

（単位：千円）

	法人等の名称
	

	区　分
	積算金額（年額）
	積算根拠

	収入合計（Ａ）
	
	

	項　目
	指定管理料
	
	

	
	複写機利用料
	
	

	
	施設利用料
	
	

	
	自主事業
	
	

	支出合計（Ｂ）
	
	

	項　目
	人件費
	
	

	
	光熱水費
	
	

	
	燃料費
（内灯油代、重油代）
	
	

	
	修繕費
	
	

	
	保険料
	
	

	
	委託料
	
	

	
	公租公課税
	
	

	
	通信運搬費
	
	

	
	事務費
	
	

	
	一般管理費
	
	

	
	その他
	
	

	
	指定事業に係る経費
	
	

	収支（Ａ）－（Ｂ）
	
	


＊　指定期間の年度ごとの収支計画見込みを記載すること。

＊　別紙利用の際は様式自由。ただし、Ａ４縦、横書きによるものとする。

　　・人件費（当指定管理事業に係る賃金、賞与手当、法定福利費、厚生費等）
　　・光熱水費（電気代、ガス代、上下水道代）
　　　※各年度次のとおり見込んでください。
	令和9年度
	令和10年度
	令和11年度
	令和12年度
	令和13年度

	25,464千円
	26,236千円
	27,031千円
	27,850千円
	28,694千円


　　・燃料費（ガソリン代、灯油代、重油代）
　　・修繕費（小規模修繕（５０万円以下））
　　　　※各年度次のとおり見込んでください。
　　　　※体育館リニューアル工事に伴い、工事に関連する部分の修繕はリニューアル工事後（Ｒ11-13）は基本的に不要となるため、そこに係る修繕費は差し引引いています。
	令和9年度
	令和10年度
	令和11年度
	令和12年度
	令和13年度

	13,564千円
	14,080千円
	13,610千円
	14,128千円
	14,665千円


　　・保険料（施設賠償責任保険、団体スポーツ行事保険等）
　　・委託料（施設・設備に関する管理や点検に係る経費、清掃、警備、樹木管理等）
　　・公租公課税（契約書印紙代）
　　・通信運搬費（郵便料金、電話代、通信費、手数料等）
　　・事務費（事務用品等消耗備品費、機器賃貸借料、交通費等）
　　・一般管理費（人件費に一般管理費率５％を乗じた額）
　　・その他（減価償却費）
　　・指定事業に係る経費

＊　消費税及び地方消費税を含み記載する。

事業者概要書

（　　年　　月現在）

	法人等の名称
	

	所在地
	
	電　話
	

	
	
	ＦＡＸ
	

	
	
	Ｅ－mail
	

	代表者
	

	設立年月日
	

	設立趣旨
	

	資本金
	

	事業内容
	

	組織・人員（正規・臨時等雇用区分別に人員を記載）
	

	財政状況
	年　　度
	　　●●年度

	
	収　　入
	

	
	支　　出
	

	
	収　　益
	

	
	累積損益
	


概要のみ記載し、詳細は別添資料を作成のこと（様式自由）

指定管理者申請団体役員名簿
	申請対象施設


	綾瀬市民スポーツセンター等

	所　在　地


	綾瀬市深谷上３丁目６番１号等


	法人等の名称

(商号又は名称)
	

	所　在　地


	


	役　職　名
	フ リ ガ ナ

氏　　　　名


	生年月日
	住　　　所

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


留意事項

・この名簿には、法人にあっては代表者のほか非常勤を含む役員及びその経営に事実上参加している者、法人格を有しない団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者全員について記入してください。

・この名簿により提出いただいた情報は、募集要項に規定する欠格条項の該当の有無を確認するため、照会に使用させていただく場合がありますのでご了承ください。

指定管理者公募にかかる質問書

公募施設名　綾瀬市民スポーツセンター等

　　年　　月　　日

	住　　所
	

	法人等の名称
	

	電話番号
	

	担当者名
	

	担当者携帯電話番号
	

	Ｅ－mail
	


	【質問内容】




辞　退　届

　　年　　月　　日

（宛先）綾瀬市長

所在地

　法人等の名称

代表者職氏名　　　　　　　　　　

綾瀬市民スポーツセンター等の指定管理者の申請を辞退します。

【連絡先】

担当者

部署・職名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

ＦＡＸ

Ｅ－mail

暴力団等の排除に係る調査承諾書
　私は、〇〇〇〇〇指定管理者への募集にあたり、綾瀬市暴力団排除条例（平成
２３年綾瀬市条例第９号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第４号に掲げる暴
力団員等又は同条第５号に掲げる暴力団経営支配法人等のいずれにも該当しな
いことを誓約します。
　この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被
ることとなっても、異議は一切申し立てません。
　また、暴力団、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当しないことを確認す
るため、綾瀬市が申請書及びその添付書類に記載された情報を神奈川県警察本
部に照会することについて、承諾いたします。
令和　年　月　日

　綾　瀬　市　長

　　　　　　　　　　　　　　　　 所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　 法人名
　　　　　　　　　　　　　　　　 代表職氏名
注）グループを形成して参加する場合は、全ての構成員の暴力団制約及び承諾
書（本様式）を代表企業がとりまとめて提出してください。
指定管理者の個人情報保護モデル規程

（目的）

第１条  この規程は、地方自治法第２４４条の２の規定に基づく指定管理者制度の公共性にかんがみ、○○（指定管理者の名称）（以下「当社（当会）」という。）が綾瀬市（以下「市」という。）の指定を受けて行う綾瀬市〇〇〇（公の施設の名称）の指定管理業務（以下「指定管理業務」という。）に関し、取得、管理する個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護することを目的とする。

（定義）

第２条　この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）第２条に定めるところによる。

(1) 個人情報

(2) 個人データ

(3) 保有個人データ

(4) 本人

（当社（当会）の責務）

第３条　当社（当会）は、指定管理業務に関して取得、管理する個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護のための市の施策に協力しなければならない。

（利用目的の特定）

第４条　当社（当会）は、指定管理業務に関して個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用目的」という。）をできる限り特定するものとする。

（利用目的による制限）

第５条　当社（当会）は、法第１６条第３項各号に規定する場合を除くほか、あらかじめ市の指示又は承諾及び本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を利用しないものとする。

（適正な取得）

第６条　当社（当会）は、指定管理業務に関して個人情報を取得するときは、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得するものとする。

（利用目的の公表）

第７条　当社（当会）は、原則として個人情報を取得した場合は、あらかじめ、その利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を公表するものとする。

（第三者提供の制限）

第８条　当社（当会）は、法第２３条に規定する場合を除くほか、あらかじめ市の指示又は承諾及び本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。

（個人データの正確性の確保）

第９条  当社（当会）は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めるものとする。

（適正な維持管理）

第１０条  当社（当会）は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

２  当社（当会）は、保有する必要のなくなった個人データは、確実に、かつ速やかに廃棄するものとする。

３　当社（当会）は、市が承諾した場合を除き、指定管理業務に関して市から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製しないものとする。

（市が行う調査への協力）

第１１条　当社（当会）は、市が随時に実施する、当社（当会）の指定管理業務に関して取り扱っている個人情報の状況に関わる調査に協力するものとする。

２　前項の調査の結果、市が行う勧告に当社（当会）は誠実に従うものとする。

（従業者（職員）の監督）

第１２条  当社（当会）は、その従業者（職員）に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者（職員）に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

（従業者（職員）の義務）

第１３条　当社（当会）は、個人データの取扱いに従事する従業者（職員）が、指定管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないよう、十分な注意を払いつつ、指定管理業務を行うものとする。

（委託先の監督）

第１４条　当社（当会）は、個人データの処理は自ら行い、市が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託しないものとする。

２　当社（当会）は、前項の承諾に基づいて、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、当該個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督を行うものとする。

（指定管理業務の終了等に伴う個人情報の処理）

第１５条　当社（当会）は、指定管理業務を行うに当たり、市から提供を受け、又は自らが取得、作成した個人情報が記録された資料等を、指定の期間が終了し、又は指定の取り消しを受けた後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

（保有個人データの開示）

第１６条　当社（当会）は、本人（個人情報の保護に関する法律施行令（以下「政令」という。）第８条で規定する代理人を含む。）から、当該本人が識別される指定管理業務に関して取得した保有個人データの開示を求められたときは、法第２５条第１項ただし書に該当する場合を除き、原則として本人に対し、申出のあった日の翌日から起算して１４日以内に当該保有個人データを開示するものとする。

（開示の申出方法）

第１７条　保有個人データの開示の申出（以下「開示申出」という。）をしようとする者は、当社（当会）に対し、次に掲げる事項を記載した申出書（第１号様式）（以下「開示申出書」という。）を提出しなければならない。

(1) 開示申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示申出に係る保有個人データの内容

(3) 開示の方法

(4) その他当社（当会）が定める事項

２　開示申出をしようとする者は、当社（当会）に対して当該開示申出をしようとする者が当該開示申出に係る保有個人データの本人であること（代理人による開示申出にあっては、開示申出に係る保有個人データの本人の代理人であること。）を確認するために必要な書類で当社（当会）が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

３　当社（当会）は、開示申出書に形式上の不備があると認めるときは、開示申出をした者（以下「開示申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、当社（当会）は、開示申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

（開示の決定等）

第１８条　当社（当会）は、保有個人データの全部若しくは一部を開示する旨の決定をしたとき、又は全部を開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を書面（第２号様式、第３号様式又は第４号様式）により通知するものとする。

２  保有個人データの開示は、政令第６条で定める方法により行うものとする。

３  当社（当会）は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第１６条に規定する期間を延長することができる。この場合において、当社（当会）は、本人に対し、遅滞なく、延長する理由及び延長後の決定期限を書面（第５号様式）により通知するものとする。

（費用の負担）

第１９条　保有個人データの開示に係る写し等の作成及び送付に要する費用は、申出者の負担とする。

（保有個人データの訂正等）

第２０条　当社（当会）は、本人（政令第８条で規定する代理人を含む。）から、当該本人が識別される指定管理業務に関して取得した保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。）を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、申出のあった日の翌日から起算して１４日以内に当該保有個人データの内容の訂正等を行うものとする。

（訂正等の申出方法）

第２１条　保有個人データの訂正等の申出（以下「訂正等申出」という。）をしようとする者は、当社（当会）に対し、次に掲げる事項を記載した申出書（第６号様式）（以下「訂正等申出書」という。）を提出しなければならない。

(1) 訂正等申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正等申出に係る保有個人データの内容

(3) 訂正等を求める箇所及び内容

(4) その他当社（当会）が定める事項

２　訂正等申出をしようとする者は、当該訂正等の内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
３　訂正等申出をしようとする者は、当社（当会）に対して当該訂正等申出をしようとする者が当該訂正等申出に係る保有個人データの本人であること（代理人による訂正等申出にあっては、訂正等申出に係る保有個人データの本人の代理人であること。）を確認するために必要な書類で当社（当会）が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

４  当社（当会）は、訂正等申出書に形式上の不備があると認めるときは、訂正等申出をした者（以下「訂正等申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、当社（当会）は、訂正等申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

（訂正等の決定等）

第２２条  当社（当会）は、保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を書面（第７号様式、第８号様式又は第９号様式）により通知するものとする。

２  当社（当会）は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第２０条に規定する期間を延長することができる。この場合において、当社（当会）は、本人に対し、遅滞なく、延長する理由及び延長後の決定期限を書面（第１０号様式）により通知するものとする。

（保有個人データの利用停止等）

第２３条　当社（当会）は、本人（政令第８条で規定する代理人を含む。）から、当該本人が識別される指定管理業務に関して取得した保有個人データが第５条の規定に違反して利用されているという理由又は第６条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、原則として、違反を是正するために必要な限度で、申出のあった日の翌日から起算して１４日以内に当該保有個人データの利用の停止又は消去を行うものとする。

２　当社（当会）は、本人（政令第８条で規定する代理人を含む。）から、当該本人が識別される指定管理業務に関して取得した保有個人データが第８条の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、原則として、申出のあった日の翌日から起算して１４日以内に当該保有個人データの第三者への提供を停止するものとする。

（利用停止等の申出方法）

第２４条　保有個人データの利用の停止若しくは消去又は保有個人データの第三者への提供の停止（以下これらを総称して「利用停止等」という。）の申出（以下「利用停止等申出」という。）をしようとする者は、当社（当会）に対し、次に掲げる事項を記載した申出書（第１１号様式）（以下「利用停止等申出書」という。）を提出しなければならない。

(1) 利用停止等申出をしようとする者の氏名及び住所

(2) 利用停止等申出に係る保有個人データの内容

(3) 利用停止等を求める箇所、内容及び理由

(4) その他当社（当会）が定める事項

２　利用停止等申出をしようとする者は、当社（当会）に対して当該利用停止等申出をしようとする者が当該利用停止等申出に係る保有個人データの本人であること（代理人による利用停止等申出にあっては、利用停止等申出に係る保有個人データの本人の代理人であること。）を確認するために必要な書類で当社（当会）が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

３  当社（当会）は、利用停止等申出書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止等申出をした者（以下「利用停止等申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、当社（当会）は、利用停止等申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

（利用停止等の決定等）

第２５条　当社（当会）は、保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき、又は利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を書面（第１２号様式、第１３号様式又は第１４号様式）により通知するものとする。

２  当社（当会）は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第２３条第１項及び第２項に規定する期間を延長することができる。この場合において、当社（当会）は、本人に対し、遅滞なく、延長する理由及び延長後の決定期限を書面（第１５号様式）により通知するものとする。

（異議の申出）

第２６条　当社（当会）が行った保有個人データの開示、訂正等又は利用停止等の決定について、異議のある者は、当該決定を知った日の翌日から起算して６０日以内に当社（当会）に対して異議を申し出ることができる。

２　前項に規定する異議の申出は、書面によるものとし、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　(1) 異議を申し出ようとする者の氏名及び住所

  (2) 異議の申出の対象となった決定を知った日及びその内容

  (3) 異議の申出の趣旨及びその理由

（異議の申出に係る処理）

第２７条　前条による異議の申出があったときは、当社（当会）は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、実施機関（綾瀬市個人情報保護条例第２条第１号に規定する実施機関をいう。以下同じ。）の助言を求めることができる。

(1) 異議の申出をした者が、当該申出についての正当な理由がないものであるときその他異議の申出が不適切であることが明らかであるとき。

　(2) 決定を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る保有個人データの全部の開示、訂正等又は利用停止等をすることと決定したとき。

２　当社（当会）は、前項の規定により、実施機関の助言を求めた場合は、その旨を異議の申出をした者に書面（第１６号様式）により通知するものとする。

３　当社（当会）は、実施機関から当該異議の申出について、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求められた場合はこれに応じるものとし、当該異議の申出の対象となっている保有個人データについては、これを提出し、又は提示するものとする。

（異議の申出に係る通知）

第２８条　前条第１項の規定により実施機関からの助言があった場合は、当社（当会）は、この意見を尊重し、速やかに当該異議の申出について書面により通知するものとする。

（責任体制）

第２９条  当社（当会）は、この規程に定められた内容の実効性を確保するため、従業者（職員）のうちから指定管理業務に関して取り扱う個人情報の管理者（以下「管理者」という。）を指名するものとする。

２  当社（当会）は、前項の規定により管理者を指名したときは、その旨を市に届け出るものとする。

（苦情の処理）

第３０条　当社（当会）は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。

２  当社（当会）は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。

３　前条の管理者は、この規程に定められた事項を遵守するとともに、当社（当会）が指定管理業務に関して保有する個人情報の取扱いに係る規程等の整備や個人情報の取扱いに従事する者に対する研修の実施等、必要な措置を講ずるものとする。

（その他）

第３１条　この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、令和○○年○月○日から施行する。

指定管理者の情報公開モデル規程

 　(目的)

第１条　この規程は、綾瀬市情報公開条例（平成１４年綾瀬市条例第７号）の趣旨にのっとり、○○（指定管理者の名称）が行う綾瀬市〇〇〇（公の施設の名称）の管理に関する業務の情報公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条　この規程において「文書等」とは、○○の役員及び職員（以下「役職員」という。）が、○○が行う●●の管理に関する業務に関して作成し、又は取得した文書、図画、写真（これらを撮影したフィルムを含む。以下同じ。）及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、○○において管理しているものをいう。

※株式会社等の場合、上記の「職員」を「従業員」に、「役職員」を「社員等」とする。

（解釈及び運用の方針）

第３条　○○は、文書等の公開の申出をする市民の権利が十分に尊重されるように、綾瀬市情報公開条例の解釈運用基準に従ってこの規程を解釈し、運用するものとする。この場合において、○○は、公開されることにより、個人の秘密、個人の私生活その他の他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされないように最大限の配慮をするものとする。

（適正使用）

第４条　この規程の定めるところにより文書等の公開を申し出ようとするものは、適

切な申出に努めるとともに、文書等の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

 (公開の申出ができるもの)

第５条　何人も、この規程の定めるところにより、○○に対し、文書等の公開を申し出ることができる。

（公開の申出方法）

第６条　文書等の公開の申出（以下「公開の申出」という。）をしようとするものは、

○○に対し、次の各号に掲げる事項を記載した申出書（第１号様式）を提出するものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、

代表者の氏名

(2) 公開の申出に係る文書等を特定するために必要な事項

(3) 公開の方法

２　○○は、申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開の申出をしたもの（

以下「申出者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、○○は、申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

（文書等の公開）

第７条　○○は、公開の申出があったときは、公開の申出に係る文書等に次の各号に

掲げる情報（以下「非公開情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、当該文書等を公開するものとする。

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であっ

て、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人は識別で

きないが、公開することにより特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
(2) 法人その他の団体（○○を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は

事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人

等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

(3) ○○又は○○と国、地方公共団体、独立行政法人等若しくは地方独立行政法人

の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開すること

により率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不

当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若し

くは不利益を及ぼすおそれがあるもの

※株式会社等の場合、市民の前に「○○の株主、債権者若しくは」を加える。
(4) ○○が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲

げるおそれその他事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるもの　

ア　○○が行う収益事業に関する情報であって、○○の財産上の利益を不当に害

するおそれ

イ　○○が行う経営又は業務等に関する情報であって、株主又は債権者の利益を

害するおそれ（株式会社等の場合に加える。）

(5) 法令等の規定により、公開することができないと認められる情報

(6) 公開することにより、公共の安全及び秩序維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報

 (一部公開)

第８条　○○は、公開の申出に係る文書等に前条各号のいずれかに該当する非公開情

報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、当該非公開情報とそれ以外

の情報とを容易に、かつ、公開の申出の趣旨が失われない程度に合理的に分離でき

るときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いた、一部公開をするものと

する。

（文書等の存否に関する情報）

第９条　○○は、公開の申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非

公開情報を公開することとなるときは、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開の申出を拒否することができるものとする。

（公開の申出に対する回答等）

第１０条　○○は、公開の申出に係る文書等の全部又は一部を公開するときは、申出者に対し、その旨の回答並びに公開する日時及び場所を書面（第２号様式又は第３号様式）により通知するものとする。

２　○○は、公開の申出に係る文書等の全部を公開しないとき（前条の規定により公

開の申出を拒否するとき及び公開の申出に係る文書等を○○が管理していないとき

を含む。）は、申出者に対し、その旨を書面（第４号様式）により通知するものとする。

３　○○は、前２項の規定により公開の申出に係る文書等の一部又は全部を公開しな

い旨の決定をした場合は、その理由を書面に明示しなければならない。この場合において、当該回答に係る文書等の一部又は全部を公開することができるようになる期日が明らかなときは、その期日を明示するものとする。

（回答等の期限）

第１１条　○○は、前条第１項及び第２項の規定による回答（以下「公開回答等」と

いう。）を、公開の申出があった日の翌日から起算して１４日以内に行うものとする。ただし、第６条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。

２　○○は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、第１項に規定する期

間を公開の申出があった日の翌日から起算して××日以内に限り延長することができる。この場合において、○○は、申出者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面（第５号様式）により通知するものとする。

３　第１項及び前項の規定にかかわらず、公開の申出に係る文書等が著しく大量であ

るため、公開の申出があった日の翌日から起算して××日以内にそのすべての公開

回答等を行うことにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、

○○は、公開の申出に係る文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に公開回答

等を行い、残りの文書等については相当の期間内に公開回答等を行うものとする。

この場合において、○○は、第１項に規定する期間内に、申出者に対し、次の各号に掲げる事項を書面（第６号様式）により通知するものとする。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの文書等について公開回答等をする期限

（第三者の権利保護に関する手続）

第１２条　○○は、公開の申出に係る文書等に○○以外のもの（以下「第三者」とい

う。）に関する情報が記録されているときは、公開回答等をするに当たって、当該

第三者に対し、公開の申出に係る文書等の内容等を書面（第７号様式）により通知して、意見書を提出する機会を与えることができるものとする。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

２　○○は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該文書等

の公開に反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」という。）を提出した場合において、公開回答をするときは、公開回答の日と公開を実施する日との間に少なくとも２週間を置くものとする。この場合において、○○は、公開回答後直ちに反対意見書を提出した第三者に対し、公開回答をした旨及びその理由並びに公開する日を書面（第８号様式）により通知するものとする。

（文書等の公開の方法）

第１３条　文書等の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付によ

り、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して○○が定める方法により行うものとする。

２　○○は、前項の規定にかかわらず、公開の申出に係る文書等を直接公開すること

により、当該文書等の管理に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該文書等の公開に代えて、当該文書等の写しによりこれを行うことができる。

（費用の負担）

第１４条　公開の申出に係る文書等の写し等の作成及び送付に要する費用は、申出者

の負担とする。

（異議の申出）

第１５条　○○が行った公開回答等について、異議のあるものは、当該回答を知った

日の翌日から起算して６０日以内に○○に対して異議を申し出ることができる。

２　前項に規定する異議の申出は、書面によるものとし、次の各号に掲げる事項を記

載するものとする。

　(1) 異議を申し出ようとするものの氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並び

に法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

  (2) 異議の申出の対象となった公開回答等を知った日及びその内容

  (3) 異議の申出の趣旨及びその理由

　（異議の申出に係る処理）

第１６条　前条による異議の申出があったときは、○○は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、実施機関（綾瀬市情報公開条例第２条第１項に規定する実施機関をいう。以下同じ。）の助言を求めることができる。

(1) 異議の申出をしたものが、当該申出についての正当な理由がないものであると

きその他異議の申出が不適切であることが明らかであるとき。

　(2) 公開回答等を取り消し、又は変更し、当該異議の申出に係る文書等の全部を公

開することとするとき。ただし、当該公開回答等について反対意見書が提出されているときを除く。

２　○○は、前項の規定により、実施機関の助言を求めた場合は、その旨を異議の申

出をしたもの、反対意見書を提出した第三者その他関係者に書面（第９号様式）により通知するものとする。

３　○○は、実施機関から当該異議の申出について、意見若しくは説明又は必要な書

類の提出を求められた場合はこれに応じるものとし、当該異議の申出の対象となっている文書等については、これを提示するものとする。

　（異議の申出に係る回答）

第１７条　前条第１項の規定により実施機関からの助言があった場合は、○○は、こ

の意見を尊重し、速やかに当該異議の申出について書面により回答するものとする。

（文書等の管理）

第１８条　○○は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、●●の管理に関す

る文書等の管理に関して必要な事項を定め、これに基づき、文書等を適正に管理するものとする。

（情報の提供）

第１９条　○○は、この規程の目的を達成するため、●●の管理に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

（運用状況の報告）

第２０条　○○は、毎年度、この規程の運用状況について取りまとめ、実施機関に報告するものとする。

（委任）

第２１条　この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附　則

　この規定は、令和〇年〇月〇日から施行する。


